
第第4444回衆議院議回衆議院議員員 総  選  挙総  選  挙 投票日　投票日　99月月1111日日（日）（日）

今回の選挙で
投票できる人

年齢20歳以上（昭和60年 9月 12日以前生まれ）の日本国民で、平成17
年5月29日以前に南越前町に転入し、届出をした人。
そして、引き続き南越前町に住所を有し、南越前町の選挙人名簿に登録されてい
る人です。

投票所入場券 投票できる方には、9月上旬に投票所をお知らせする入場券を郵送します。
投票には、入場券を持参し、決められた投票所で投票してください。

投票所と時間 投票所は次の16ヵ所です。
※ 印の投票所は、午前7時から午後7時までです。

南条地区公民館２階ホールで午後９時から行います。

南条保健福祉センター

上野生活改善センター

上別所集落センター

南条地区公民館

阿久和区民センター

湯尾小学校

古木生活改善センター

小倉谷林業集会センター

今庄小学校

鹿蒜公民館

堺公民館

堺東公民館

せせらぎ

河野総合事務所

甲楽城公民館

糠公民館

期日前投票

投票は、当日投票所で行うのが原則ですが、次のような理由があって
投票できない人は、期日前投票をすることができます。
◎投票日に仕事や冠婚葬祭の予定のある人
◎ 投票日にレジャーや買い物、または病気の治療などで投票区内（南越前町）にいない人
◎病気、けが、妊娠などで歩行が困難なため、投票日に投票所へ行けない人

期日前投票は次の投票区と場所で行います。
・南越前町の南条地区にお住まいの方　南越前町役場
・南越前町の今庄地区にお住まいの方　今庄総合事務所
・南越前町の河野地区にお住まいの方　河野総合事務所

・入場券　※入場券が届いていない場合は、受付の時に申し出てください。
・宣誓書　※役場に用意してありますので、その場で記入します。

不在者投票

●  指定病院や指定老人ホームなどでの不在者投票 県の選挙管理委員会が指定する病院や老人ホームなど
に入院、入所している場合は、そこで不在者投票をすることができます。

　手続きについては、病院または入所先でお尋ねください。

●  郵便などによる不在者投票 身体に重度の障害がある方や、介護保険の被保険者証に「要介護5」と記載
されている人は、郵便による不在者投票ができます。「郵便で不在者投票」ができる人は次のとおりです。

●  郵便などによる不在者投票における代理記載 郵便などによる不在者投票をすることができる人で、一
定の障害のある人は、代理の方に記載してもらうことができます。（あらかじめ、選挙管理委員長に届け出が必要です）

郵便などによる不在者投票ができる方のうち
代理記載制度の対象者

郵便などによる不在者投票の対象者

　　　　　■選挙に関するお問合せ
　　　　　　選挙管理委員会　 47-8000

第第2200回最高裁判回最高裁判所所 裁判官国民審査裁判官国民審査
　９月11日、衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査が行われます。
　この日は、衆議院小選挙区、比例代表および最高裁国民審査の３つの投票をすることになります。 
　投票時間は、午前７時～午後８時までです。（※一部の投票所では、午後７時までです）
ご注意ください。 

選挙告示
8月30日（火）

8月 31日（水）～ 9月 10日（土）午前 8時 30分～午後 8時まで


